
 

 

もりおか歴史文化館の管理を行う指定管理者の指定期間の変更について 

 

１ 指定管理者の指定期間を変更する公の施設 

(1) 名 称  もりおか歴史文化館 

(2) 位 置  盛岡市内丸１番50号 

 

２ 指定管理者 

(1) 団体名称 もりおか歴史文化館活性化グループ  

        （構成団体：株式会社乃村工藝社、公益財団法人盛岡観光コンベンション協会） 

(2) 代表者名 株式会社乃村工藝社 代表取締役 社長執行役員 奥 本 清 孝 

(3) 所在地  盛岡市内丸１番50号 

 

３ 指定期間 

(1) 変更前  平成31年４月１日から令和６年３月31日まで 

(2) 変更後  平成31年４月１日から令和11年３月31日まで 

 

４ 指定期間を変更する理由 

総括評価の結果、ＳＮＳ等を用いた積極的な情報発信による施設利用の促進のほか、自主的に

個人向け音声ガイドシステム（多言語対応）を導入し、来館者層の拡大に努めているなど、運営

実績が特に良好であると認められたため。 

 

 

５ 指定期間の変更までの経過 

  令和５年12月22日 指定期間の変更の議決 

      12月27日 指定管理者への通知・告示 


